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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和2年9月3日(2020.9.3)

【公開番号】特開2019-31767(P2019-31767A)
【公開日】平成31年2月28日(2019.2.28)
【年通号数】公開・登録公報2019-008
【出願番号】特願2017-154993(P2017-154993)
【国際特許分類】
   Ａ４１Ｂ  11/00     (2006.01)
   Ａ４１Ｄ  13/06     (2006.01)
   Ａ４１Ｄ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４１Ｂ   11/00     　　　Ｄ
   Ａ４１Ｄ   13/06     　　　　
   Ａ４１Ｄ   27/00     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月18日(2020.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
前記第二の環状領域及び前記第四の環状領域の幅が１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の繊維製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
（５）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第二の環状領域及び前記第四の環状領域の幅が１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、（１）～（４）のいずれかに記載の繊維製品としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第二の環状領域及び前記第四の環状領域の幅が１５ｍｍ以上３０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、（４）に記載の繊維製品としている。
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